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「子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に係る

留意事項等について」（平成２６年９月１０日付け府政共生第８５９号・２６文科初第６５１号・雇児発０９１０第２号内

閣府政策統括官（共生社会政策担当）、文部科学省初等中等教育局長及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知）新旧

対照表 

（傍線部分は改正部分）

改正後 改正前 

府政共生第８５９号 

２６文科初第６５１号 

雇児発０９１０第２号 

平成２６年９月１０日 

［最終改正］府 子 本 第 ３ ６ ２ 号 

３文科初第２５３７号 

子発０３２３第７号 

令和４年３月２３日 

各都道府県知事 

各都道府県教育委員会 

各指定都市・中核市市長

各指定都市・中核市教育委員会 

府政共生第８５９号 

２６文科初第６５１号 

雇児発０９１０第２号 

平成２６年９月１０日 

［最終改正］府 子 本 第 ９ ０ ４ 号 

２文科初第８３７号 

子発０９１０第４号 

令和２年９月１０日 

各都道府県知事 

各都道府県教育委員会 

各指定都市・中核市市長

各指定都市・中核市教育委員会 

殿 殿 
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内閣府政策統括官（共生社会政策担当）       

武 川 光 夫      
 

 

（印影印刷） 

 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長         

小 松 親次郎      

 

 

（印影印刷） 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長        

安 藤 よし子      

 

 

（印影印刷） 
 

子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定

等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業者の確認に係る留意事項等について 

 

 

内閣府政策統括官（共生社会政策担当）       

武 川 光 夫      

 

 

（印影印刷） 

 

    文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長         

小 松 親次郎      

 

 

（印影印刷） 

 

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長        

安 藤 よし子      

 

 

（印影印刷） 

 

子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付認定

等並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業者の確認に係る留意事項等について 
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子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に基づく子ど

ものための教育・保育給付の支給に係る認定等並びに特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業者の確認については、同法、子ども・

子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）、子ども・子育て

支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）及び特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）に定めるもの

のほか、下記のとおり取り扱うこととしますので、各都道府県知事

及び各指定都市・中核市市長におかれては、十分御了知の上、貴管内

の関係者に対して遅滞なく周知し、教育委員会等の関係部局と連携

の上、その運用に遺漏のないよう配意願います。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５

条の４第１項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えま

す。 

 
記 

 

第１ ［略］ 

 
第２ ［略］ 

 

第３ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係

 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）に基づく子ど

ものための教育・保育給付の支給に係る認定等並びに特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業者の確認については、同法、子ども・

子育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号）、子ども・子育て

支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）及び特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）に定めるもの

のほか、下記のとおり取り扱うこととしますので、各都道府県知事

及び各指定都市・中核市市長におかれては、十分御了知の上、貴管内

の関係者に対して遅滞なく周知し、教育委員会等の関係部局と連携

の上、その運用に遺漏のないよう配意願います。 

なお、本通知は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５

条の４第１項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えま

す。 

 

記 

 

第１ ［同左］ 

 

第２ ［同左］ 

 

第３ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係
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る事務 

１ 特定教育・保育施設の確認 

（１）利用定員（法第３１条第１項、運営基準第４条） 

［ア～オ 略］ 

カ 利用定員を下回る場合の定員変更 

上記エ（ア）のとおり、実際の利用者数が恒常的に認可定

員を下回る状況にある施設については、実際の利用者数及

び今後の見込み等を勘案して、当該施設の利用定員を定め

ること。その際、利用定員の減少は、法第３５条第２項又は

第４７条第２項の規定により届出で足りるものであるた

め、市町村は、必要な事項を盛り込んだ届出を受理せず利

用定員の減少を認めないといった対応を取ることはできな

いことに留意すること。 

一方で、市町村は、市町村子ども・子育て支援事業計画に

基づき教育・保育の提供体制の確保を行うこととされてい

ることから、施設・事業者は、利用定員の減少の届出に際し

ても、事前に市町村と相談することが適当であり、市町村

は、日頃から利用定員の設定に関し施設・事業者との意思

疎通を図る必要がある。 

また、利用定員の減少により、地域の教育・保育の利用定

員と市町村子ども・子育て支援事業計画に定める教育・保

育の確保方策に差が生じる場合には、その要因等を把握し

た上で、必要に応じて、計画期間の中間年を目安として行

る事務 

１ 特定教育・保育施設の確認 

（１）利用定員（法第３１条第１項、運営基準第４条） 

［ア～オ 同左］ 

［加える。］ 
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う見直し等により市町村子ども・子育て支援事業計画に定

める量の見込み及び確保方策の見直しを行うことが考えら

れること。 

なお、当該利用定員の減少が保育士・幼稚園教諭等の確

保が困難である等の理由によるものであれば、都道府県・

市町村は、施設・事業者に対して保育士・幼稚園教諭等の確

保を支援することが適当である。 

キ 利用定員に係る情報提供 

特定教育・保育施設は、年齢別の利用定員について、その

利用者に対し情報提供するよう努めること。 

 

［（２）～（４） 略］ 

 
２ ［略］ 

 

第４ ［略］ 

 

 

（別添） 

 

［略］ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

カ 利用定員に係る情報提供 

特定教育・保育施設は、年齢別の利用定員について、その

利用者に対し情報提供するよう努めること。 

 

［（２）～（４） 同左］ 

 

２ ［同左］ 

 

第４ ［同左］ 

 

 

（別添） 

 

［同左］ 
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以上 以上 

 
備考 表中の［］の記載は注記である。 

 


